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施
設
の
名
称

受
託
者
の
住
所
、
名
称
及
び
代
表
者
氏
名

委
託
期
間

埼
玉
県
社
会
福
祉

総
合
セ
ン
タ
ー

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
針
ヶ
谷
四
丁
目
二
番
六
十
五
号

社
会
福
祉
法
人
埼
玉
県
社
会
福
祉
協
議
会

会
長

上
田

清
司

平
成
二
十
年
四

月
一
日
か
ら
平

成
二
十
一
年
三

月
三
十
一
日
ま

で

告

示

○
埼
玉
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
使

用
料
徴
収
事
務
委
託（

社
会
福
祉
課
）

一

○
生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰

国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

に
よ
る
医
療
機
関
及
び
施
術
者
の
指

定

（

〃

）

二

○
生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰

国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届

出

（

〃

）

三

○
生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰

国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
休
止
の
届

出

（

〃

）

四

○
生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰

国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定

（
社
会
福
祉
課
）

五

○
生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰

国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
変
更
の
届

出

（

〃

）

七

○
生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰

国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届

出

（

〃

）

九

○
平
成
二
十
年
度
調
理
師
試
験
及
び
製

菓
衛
生
師
試
験
の
実
施

（
保
健
医
療
政
策
課
）

一
〇

○
と
畜
検
査
手
数
料
の
徴
収
事
務
委
託

（
食
肉
衛
生
検
査
セ
ン
タ
ー
）

一
一

○
元
荒
川
土
地
改
良
区
の
役
員
就
退
任

届

（
春
日
部
農
林
）

一
一

○
富
士
見
都
市
計
画
事
業
駒
林
土
地
区

画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認

可

（
市
街
地
整
備
課
）

一
二

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
建
築
指
導
課
）

一
二

○

〃

（

〃

）

一
二

○

〃

（

〃

）

一
二

○
平
成
二
十
年
度
埼
玉
県
職
員
採
用
上

級
試
験
等
の
実
施
（
任
用
審
査
課
）

一
二

○
平
成
二
十
年
度
埼
玉
県
警
察
事
務
職

員
採
用
上
級
試
験
の
実
施

（

〃

）

一
四

○
平
成
二
十
年
度
埼
玉
県
職
員
採
用
初

級
試
験
等
の
実
施
（

〃

）

一
六

○
平
成
二
十
年
度
埼
玉
県
警
察
事
務
職

員
採
用
初
級
試
験
の
実
施

（
任
用
審
査
課
）

一
七

○
平
成
二
十
年
度
埼
玉
県
免
許
資
格
職

職
員
採
用
試
験
の
実
施

（

〃

）

一
八

○
平
成
二
十
年
度
埼
玉
県
民
間
企
業
等

職
務
経
験
者
職
員
採
用
試
験
の
実
施

（

〃

）

二
一

正

誤

○
埼
玉
県
規
則
第
五
十
号
中
訂
正

（
出
納
総
務
課
）

二
二

埼玉県発行

埼
玉
県
告
示
第
六
百
二
十
六
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
委
託
し
た
。

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司
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埼
玉
県
告
示
第
六
百
二
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
同
法
第
五
十
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
（
同
法
第
五
十

五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担

当
す
る
医
療
機
関
又
は
施
術
を
担
当
す
る
施
術
者
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

指
定
医
療
機
関

名

称

開

設

者

名

所

在

地

指

定

年

月

日

ク

リ

ニ

ッ

ク

公

園

ば

し

正

田

久

幸

秩
父
市
中
村
町
四
―
九
―
二
二

平
成
二
十
年

四
月

一
日

所

沢

武

蔵

野

ク

リ

ニ

ッ

ク

田

上

聡

所
沢
市
松
葉
町
一
六
―
一
三

祥
鈴
ビ
ル
五
階

平
成
二
十
年

四
月

一
日

東

飯

能

眼

科

稲

田

隆

之

飯
能
市
岩
沢
二
八
三
―
五

平
成
二
十
年

四
月

一
日

草

加

駅

前

な

か

じ

ま

眼

科

中

島

潔

草
加
市
高
砂
二
―
九
―
二
ア
コ
ス
北
館
Ｎ
ビ
ル
四
Ｆ

平
成
二
十
年

三
月

七
日

い
し
も
と
脳
神
経
外
科
・
内
科

石

本

総

一

郎

新
座
市
北
野
三
―
一
八
―
一
六
志
木
・
新
座
メ
デ
ィ
カ
ル
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
内

平
成
二
十
年

四
月

一
日

む
ら
か
み
眼
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

村

上

仁

司

比
企
郡
川
島
町
伊
草
七
四
―
一

平
成
二
十
年

四
月

一
日

ふ
か
ざ
わ
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

深

澤

紀

貴

熊
谷
市
小
島
四
〇
九

平
成
二
十
年

三
月

五
日

医
療
法
人
か
め
だ
歯
科
医
院

医
療
法
人
か
め
だ
歯
科
医
院

川
口
市
川
口
四
―
二
―
四
一
タ
ケ
ノ
ヤ
ハ
イ
ツ
錦
町
一
〇
一
号
室

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

ク

リ

ニ

ッ

ク

公

園

ば

し

正

田

久

幸

秩
父
市
中
村
町
四
―
九
―
二
二

平
成
二
十
年

四
月

一
日

本

山

歯

科

医

院

本

山

茂

所
沢
市
山
口
五
三
三
二

平
成
二
十
年

四
月

一
日

医
療
法
人
社
団
皆
誠
会

は
ら
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

医

療

法

人

社

団

皆

誠

会

所
沢
市
小
手
指
町
二
―
一
三
九
二
―
三

平
成
二
十
年

四
月

一
日

田

口

歯

科

医

院

田

口

浩

春
日
部
市
谷
原
新
田
一
九
六
二
―
一

平
成
二
十
年

二
月
二
十
八
日

宮

本

歯

科

医

院

宮

本

和

彦

深
谷
市
西
島
町
二
―
八
―
三

平
成
二
十
年

三
月

一
日

益

子

歯

科

ク

リ

ニ

ッ

ク

益

子

祐

二

草
加
市
吉
町
二
―
七
―
四
〇

平
成
二
十
年

三
月

一
日

堀

歯

科

医

院

堀

克

好

草
加
市
高
砂
二
―
四
―
一
四

平
成
二
十
年

三
月

十
六
日

松

田

歯

科

医

院

松

田

健

志

越
谷
市
蒲
生
旭
町
一
一
―
一

平
成
二
十
年

三
月

十
三
日

志

村

歯

科

医

院

志

村

安

貴

越
谷
市
弥
十
郎
六
七
七
―
一

平
成
二
十
年

四
月

一
日

岡

田

歯

科

医

院

岡

田

一

雄

蕨
市
中
央
五
―
一
六
―
七

平
成
二
十
年

三
月

四
日

ジ
ョ
ン
ソ
ン
タ
ウ
ン

デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

長

山

秀

子

入
間
市
東
町
一
―
六
―
一
〇

平
成
二
十
年

四
月

一
日

埼

玉

歯

科

医

院

小

幡

尚

美

富
士
見
市
東
み
ず
ほ
台
一
―
四
―
三

平
成
二
十
年

三
月

一
日

医
療
法
人
社
団
オ
レ
ン
ジ
会

ワ
カ
バ
ウ
ォ
ー
ク
歯
科

医
療
法
人
社
団
オ
レ
ン
ジ
会

鶴
ヶ
島
市
富
士
見
一
―
二
―
一
ワ
カ
バ
ウ
ォ
ー
ク
二
Ｆ

平
成
二
十
年

三
月

九
日

ホ
ワ
イ
ト
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

山

口

保

晴

南
埼
玉
郡
宮
代
町
東
姫
宮
一
―
一
〇
―
六

平
成
二
十
年

一
月

一
日

－２－
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二

指
定
施
術
者

埼
玉
県
告
示
第
六
百
二
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規

田

辺

薬

局

川

口

榛

松

店

田

辺

薬

局

株

式

会

社

川
口
市
榛
松
一
―
一
―
五

平
成
二
十
年

三
月

十
日

川

口

東

薬

局

有
限
会
社
大
和
桜
ヶ
丘
薬
局

川
口
市
東
川
口
二
―
四
―
一
三

平
成
二
十
年

二
月

一
日

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局

川
口
芝
樋
ノ
爪
店

ウ
エ
ル
シ
ア
関
東
株
式
会
社

川
口
市
芝
樋
ノ
爪
一
―
七
―
五
二

平
成
二
十
年

一
月

一
日

タ
ジ
マ
薬
局

公
園
ば
し
店

株

式

会

社

タ

ジ

マ

薬

局

秩
父
市
中
村
町
四
―
九
―
一
四

平
成
二
十
年

四
月

一
日

ひ

ば

り

薬

局

新

所

沢

店

株
式
会
社
ケ
ア
プ
ラ
ニ
ン
グ

所
沢
市
松
葉
町
一
六
―
一
二

タ
ン
デ
ム
ビ
ル
二
階

平
成
二
十
年

四
月

一
日

株

式

会

社

ス

ギ

薬

局

蕨

店

株

式

会

社

ス

ギ

薬

局

蕨
市
塚
越
六
―
五
―
一
二

平
成
二
十
年

三
月
二
十
五
日

ハ

ト

ポ

ッ

ポ

薬

局

株
式
会
社
フ
ォ
ー
ユ
ア
ヘ
ル
ス

鳩
ヶ
谷
市
坂
下
町
一
―
一
―
一
三
―
Ａ

平
成
二
十
年

三
月
三
十
一
日

ク
リ
エ
イ
ト
エ
ス
・
デ
ィ
ー
新
座
栗
原
店
薬
局

株
式
会
社
ク
リ
エ
イ
ト
エ
ス
・
デ
ィ
ー

新
座
市
栗
原
三
―
一
〇
―
一
〇

平
成
二
十
年

三
月

一
日

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
富
士
見
東
み
ず
ほ
台
店

ウ
エ
ル
シ
ア
関
東
株
式
会
社

富
士
見
市
東
み
ず
ほ
台
一
―
一
〇
―
一
一

平
成
二
十
年

三
月
二
十
八
日

ド
ラ
ッ
グ
セ
イ
ム
ス
鶴
ヶ
島
脚
折
薬
局

株

式

会

社

富

士

薬

品

鶴
ヶ
島
市
脚
折
一
四
四
〇
―
一

平
成
二
十
年

三
月

一
日

こ

ま

薬

局

有

限

会

社

会

栄

ふ
じ
み
野
市
駒
林
二
四
五
―
一

平
成
二
十
年

四
月

四
日

レ

モ

ン

薬

局

伊

奈

店

株
式
会
社
医
療
サ
ー
ビ
ス
研
究
所

北
足
立
郡
伊
奈
町
小
室
三
八
九
―
五

平
成
二
十
年

三
月

三
日

ミ

ン

ト

薬

局

株
式
会
社
原
メ
デ
ィ
カ
ル
サ
ー
ビ
ス

比
企
郡
川
島
町
伊
草
七
五
―
二

平
成
二
十
年

四
月

四
日

み

な

み

薬

局

寄

居

店

有
限
会
社
メ
デ
ィ
ス
ン
健
喜

大
里
郡
寄
居
町
寄
居
八
八
一
―
一

平
成
二
十
年

四
月

一
日

氏

名

住

所

施

術

所

指

定

年

月

日

名

称

所

在

地

橋

本

堅

太

郎

川
越
吉
田
整
骨
院

川
越
市
吉
田
一
〇
七
―
四

平
成
十
九
年

十
月

一
日

新

井

信

和

あ
ら
い
接
骨
院

春
日
部
市
緑
町
四
―
二
―
六
一

平
成
二
十
年

三
月
二
十
五
日

内

城

勉

ふ
た
ば
整
骨
院

東
京
都
足
立
区
南
花
畑
二
―
二
六
―
二
一
―
一
〇
一

平
成
二
十
年

三
月
二
十
八
日

大

川

原

寛

之

元

山

整

骨

院

千
葉
県
松
戸
市
五
香
南
二
―
二
四
―
一
四

平
成
二
十
年

三
月

十
四
日

井

上

亮

井

上

接

骨

院

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
東
岩
槻
一
―
五
―
一
五

平
成
二
十
年

三
月
二
十
七
日

小

南

忠

史

す
ず
ら
ん
整
骨
院

川
越
市
的
場
北
二
―
三
―
一

平
成
二
十
年

三
月

十
一
日

臼

倉

良

泰

お
お
み
や
東
整
骨
院

さ
い
た
ま
市
大
宮
区
東
町
二
―
一
六

平
成
二
十
年

三
月

十
一
日

浜

守

和

也

す
こ
や
か
在
宅
療
養
マ
ッ
サ
ー
ジ
埼
玉
南

川
口
市
久
左
衛
門
新
田
九
三
―
一
グ
ラ
ン
ド
ア
ヴ
ェ
ニ
ュ
ー
一
―
一
〇
三

平
成
二
十
年

四
月

一
日

渡

邉

公

貴

グ
リ
ー
ン
は
り
き
ゅ
う
整
骨
院

草
加
市
谷
塚
町
五
六
五
―
一
―
一
〇
一
―
二

平
成
二
十
年

三
月

十
日

－３－
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名

称

所

在

地

廃

止

年

月

日

医

療

法

人

か
め
だ
歯
科
医
院

川
口
市
飯
塚
一
―
一
―
五
高
木
ビ
ル

一
階

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
五
日

岡

病

院

本
庄
市
北
堀
八
一
〇

平
成
二
十
年

三
月
三
十
一
日

医

療

法

人

晴

医

会

ホ
ワ
イ
ト
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

南
埼
玉
郡
宮
代
町
東
姫
宮
一
―
一
〇

―
六
エ
ス
ポ
ワ
ー
ル
姫
宮
一
階

平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日

ウ

エ

ル

シ

ア

上

戸

田

薬

局

戸
田
市
上
戸
田
一
―
三
―
一
一
サ
ン

イ
ル
ミ
一
階

平
成
十
八
年

十
月

一
日

川

口

東

薬

局

川
口
市
東
川
口
二
―
四
―
一
三

平
成
二
十
年

一
月
三
十
一
日

レ
モ
ン
薬
局

伊
奈
店

北
足
立
郡
伊
奈
町
小
室
三
七
五
―
五

平
成
二
十
年

三
月

二
日

岡
田
歯
科
医
院

蕨
市
中
央
五
―
一
六
―
七

平
成
二
十
年

三
月

三
日

松
村
歯
科
診
療
所

加
須
市
不
動
岡
二
―
五
―
一

平
成
十
二
年
十
一
月
二
十
四
日

宮
本
歯
科
医
院

深
谷
市
西
島
八
一
六

平
成
十
九
年

三
月
三
十
一
日

医
療
法
人
睦
会

富
士
見
ヶ
丘
診
療
所

日
高
市
高
萩
六
九
〇

平
成
二
十
年

三
月

一
日

堀

歯

科

医

院

草
加
市
高
砂
二
―
四
―
一
四

平
成
二
十
年

三
月

十
六
日

福

本

医

院

上
尾
市
上
一
二
三
三
―
三

平
成

七
年

二
月
二
十
八
日

正
田
歯
科
医
院

秩
父
市
東
町
八
―
八

平
成
二
十
年

三
月
三
十
一
日

下
平
歯
科
医
院

川
口
市
栄
町
三
―
一
二
―
五

平
成
十
四
年

十
月
三
十
一
日

塩
谷
歯
科
医
院

ふ
じ
み
野
市
元
福
岡
一
―
五
―
一

平
成
十
九
年

九
月

三
十
日

耳
鼻
咽
喉
科
中
野
医
院

新
座
市
片
山
一
―
一
二
―
七

平
成
二
十
年

三
月
三
十
一
日

埼
玉
歯
科
医
院

富
士
見
市
東
み
ず
ほ
台
一
―
三
―
一

三

高
野
ビ
ル
一
Ｆ

平
成
二
十
年

三
月

三
日

長
尾
歯
科
医
院

�
田
市
根
金
一
七
四
八
―
一
一

平
成
二
十
年

二
月
二
十
九
日

益
子
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

草
加
市
谷
塚
町
八
二
六

Ｋ
Ｏ
Ｔ
Ｏ

Ｂ
Ｕ
Ｋ
Ｉ
ハ
イ
ツ
一
〇
一
・
一
〇
二

平
成
二
十
年

二
月
二
十
九
日

田
口
歯
科
医
院

春
日
部
市
道
口
蛭
田
一
七
九
―
一

平
成
二
十
年

二
月
二
十
八
日

株

式

会

社

ま
つ
し
ま
薬
局

熊
谷
市
玉
井
南
二
―
一
二

平
成
二
十
年

三
月
三
十
一
日

エ

ー

ス

薬

局

二

ッ

家

店

北
本
市
二
ッ
家
四
―
三
七
―
一

平
成
二
十
年

四
月

一
日

ふ

じ

薬

局

日
高
市
高
萩
六
六
五
―
二

平
成
二
十
年

二
月
二
十
九
日

所
沢
武
蔵
野
ク
リ
ニ
ッ
ク

所
沢
市
く
す
の
き
台
一
―
二
―
一
エ

ー
ワ
ン
ビ
ル
三
Ｆ

平
成
二
十
年

三
月
三
十
一
日

え
の
き
ど
歯
科

北
本
市
下
石
戸
下
一
二
四
八
―
三

平
成
二
十
年

三
月

十
九
日

長
山
歯
科
医
院

入
間
市
中
神
六
五
四
―
三

平
成
二
十
年

一
月
二
十
六
日

�
砂
歯
科
医
院

春
日
部
市
粕
壁
東
一
―
六
―
二

平
成
二
十
年

三
月
三
十
一
日

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
六
百
二
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
休
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

名

称

所

在

地

休

止

年

月

日

医
療
法
人
社
団
青
葉
会

青
葉
ク
リ
ニ
ッ
ク

新
座
市
石
神
一
―
五
―
七

平
成
二
十
年

三
月
三
十
一
日

－４－
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰

国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て

そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援

給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
を
担
当
す
る
介
護
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

名

称

所

在

地

開

設

者

名

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指

定

年

月

日

白

岡

整

形

外

科

南
埼
玉
郡
白
岡
町
小
久
喜
一
〇
六
七
―
二

医

療

法

人

名

圭

会

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

平
成
十
九
年
十
二
月

一
日

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

菊

地

医

院

蕨
市
錦
町
二
―
二
〇
―
一
二

菊

地

善

秀

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
二
十
年

三
月
二
十
一
日

ホ
ワ
イ
ト
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

南
埼
玉
郡
宮
代
町
東
姫
宮
一
―
一
〇
―
六

山

口

保

晴

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
二
十
年

一
月

一
日

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

宮

本

歯

科

医

院

深
谷
市
西
島
町
二
―
八
―
三

宮

本

和

彦

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
二
十
年

三
月

十
九
日

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

田

辺

薬

局

川

口

榛

松

店

川

口

市

榛

松

一

―

一

―

五

田

辺

薬

局

株

式

会

社

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
二
十
年

三
月

十
日

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

イ

ル

カ

薬

局

ふ

じ

み

野

店

ふ
じ
み
野
市
ふ
じ
み
野
三
―
九
―
一
〇

株

式

会

社

イ

ル

カ

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
二
十
年

三
月

十
七
日

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

鳩
ヶ
谷
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

鳩
ケ
谷
市
坂
下
町
三
―
一
六
―
六

社
団
法
人
埼
玉
県
看
護
協
会

介
護
予
防
訪
問
看
護

平
成
十
九
年

六
月

一
日

志
木
市
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

志
木
市
上
宗
岡
五
―
一
四
―
五
〇

志

木

市

介
護
予
防
訪
問
看
護

平
成
二
十
年

四
月

一
日

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

結
の
会

熊
谷
市
三
ケ
尻
五
四
〇
六
―
一

ミ
ノ
リ
マ
ン
シ
ョ
ン
二
〇
二

株

式

会

社

結

の

会

訪
問
看
護

平
成
二
十
年

四
月

一
日

介
護
予
防
訪
問
看
護

株
式
会
社
ふ
く
し
セ
ン
タ
ー
・
絆

南
埼
玉
郡
菖
蒲
町
下
栢
間
二
〇
八
―
四

株
式
会
社
ふ
く
し
セ
ン
タ
ー
・
絆

福
祉
用
具
貸
与

平
成
二
十
年

四
月

十
日

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

特
定
福
祉
用
具
販
売

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

ケ

ア

サ

ポ

ー

ト

七

色

春
日
部
市
下
柳
一
四
二
二
―
一

有

限

会

社

デ

ン

オ

ー

訪
問
介
護

平
成
二
十
年

四
月

一
日

居
宅
介
護
支
援

介
護
予
防
訪
問
介
護

－５－

第����号平成��年�月��日（水曜日）



短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所

こ
こ
ろ
庄
和

春
日
部
市
金
崎
五
二
七
―
一

社
会
福
祉
法
人

景
心
会

短
期
入
所
生
活
介
護

平
成
二
十
年

四
月

一
日

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

こ
こ
ろ
庄
和

春
日
部
市
金
崎
五
二
七
―
一

社
会
福
祉
法
人

景
心
会

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
年

四
月

一
日

越
谷
西
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

そ
よ
風

越
谷
市
南
荻
島
五
六
五
―
一

株
式
会
社

メ
デ
カ
ジ
ャ
パ
ン

通
所
介
護

平
成
二
十
年

三
月

一
日

短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
杜
の
家
や
し
お

八
潮
市
鶴
ケ
曽
根
五
六
七
―
一

社
会
福
祉
法
人

福
祉
楽
団

短
期
入
所
生
活
介
護

平
成
二
十
年

四
月

一
日

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
し
ざ
わ
北
谷

草
加
市
北
谷
二
―
二
四
―
三

株

式

会

社

西

澤

興

業

通
所
介
護

平
成
二
十
年

一
月

十
日

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
フ
ェ
リ
ス

草

加

市

長

栄

町

六

五

八

社
会
福
祉
法
人

草
加
福
祉
会

通
所
介
護

平
成
二
十
年

四
月

三
日

介
護
予
防
通
所
介
護

社
団
法
人
埼
玉
県
看
護
協
会
療
養
通
所
介
護
事
業
所

鳩
ヶ
谷

鳩
ヶ
谷
市
坂
下
町
一
―
八
―
一
六

社
団
法
人

埼
玉
県
看
護
協
会

通
所
介
護

平
成
二
十
年

四
月

一
日

マ
ッ
ク
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

和
光
市
白
子
三
―
一
八
―
一
九

有
限
会
社
マ
ッ
ク
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

福
祉
用
具
貸
与

平
成
二
十
年

三
月

十
日

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

特
定
福
祉
用
具
販
売

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

ウ
ィ
ズ
居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

和
光
市
本
町
三
―
一
三

タ
ウ
ン
コ
ー
ト
エ
ク
セ
ル
四
一
一

有
限
会
社
マ
ッ
ク
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
年

三
月

十
日

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

所
沢
け
や
き

所
沢
市
三
ケ
島
五
―
一
二
二
九
―
一

社
会
福
祉
法
人
み
な
わ
会

訪
問
介
護

平
成
二
十
年

四
月

一
日

介
護
予
防
訪
問
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

有
限
会
社
ヒ
サ
イ
ズ
中
新
井

所
沢
市
中
新
井
四
―
二
―
五

有

限

会

社

ヒ

サ

イ

ズ

通
所
介
護

平
成
二
十
年

三
月
二
十
四
日

介
護
予
防
通
所
介
護

か
る
な
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

所
沢
市
荒
幡
一
〇
四
〇
―
一

医

療

法

人

二

心

会

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
年

三
月

一
日

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
よ
つ
ば

入
間
市
南
峯
二
七
八
―
二

ト
ゥ
イ
ン
ク
ル
ヒ
ル
マ
一
〇
二

合

同

会

社

よ

つ

ば

訪
問
介
護

平
成
二
十
年

四
月

二
日

介
護
予
防
訪
問
介
護

株
式
会
社

高
橋
医
科
器
械
店
本
店

熊
谷
市
箱
田
六
―
一
四
―
三
八

株
式
会
社
高
橋
医
科
器
械
店

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

平
成
二
十
年

三
月
三
十
一
日

特
定
福
祉
用
具
販
売

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

こ
ん
ぺ
い
と
う

熊
谷
市
末
広
二
―
一
〇
七
―
一

株

式

会

社

結

の

会

通
所
介
護

平
成
二
十
年

四
月

一
日

介
護
予
防
通
所
介
護

－６－

第����号平成��年�月��日（水曜日）



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年

法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て

居
宅
介
護
セ
ン
タ
ー

結
の
会

熊
谷
市
三
ケ
尻
五
四
〇
六
―
一

ミ
ノ
リ
マ
ン
シ
ョ
ン
二
〇
二

株

式

会

社

結

の

会

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
年

四
月

一
日

訪

問

介

護

結

の

会

熊
谷
市
三
ケ
尻
五
四
〇
六
―
一

ミ
ノ
リ
マ
ン
シ
ョ
ン
二
〇
二

株

式

会

社

結

の

会

訪
問
介
護

平
成
二
十
年

四
月

一
日

介
護
予
防
訪
問
介
護

み
ど
り
の
郷
あ
す
か
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

東
松
山
市
大
谷
一
五
三
八
―
一

有
限
会
社

み
ど
り
の
郷
あ
す
か

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
年

四
月

一
日

み
ど
り
の
郷
あ
す
か
デ
イ
セ
ン
タ
ー

東
松
山
市
大
谷
一
五
三
八
―
一

有
限
会
社

み
ど
り
の
郷
あ
す
か

通
所
介
護

平
成
二
十
年

四
月

一
日

介
護
予
防
通
所
介
護

豊
和
ヘ
ル
ス
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

加

須

市

東

栄

一

―

二

―

八

医
療
法
人
社
団

弘
人
会

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
年

四
月

三
日

ぽ

ぷ

り

羽
生
市
喜
右
ェ
門
新
田
七
九
九
―
三

有
限
会
社
ア
グ
ネ
ス
シ
ル
バ
ー
ケ
ア

訪
問
介
護

平
成
二
十
年

二
月

一
日

介
護
予
防
訪
問
介
護

田
所
町
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
・
ひ
ま
わ
り

深

谷

市

田

所

町

八

―

二

一

有
限
会
社
マ
リ
ン
ク
ラ
ブ

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
年

二
月

一
日

介

護

タ

ク

シ

ー

株

式

会

社

秩
父
郡
横
瀬
町
横
瀬
四
五
四
九
―
一

介
護
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社

訪
問
介
護

平
成
二
十
年

三
月

十
二
日

福
祉
用
具
貸
与

介
護
予
防
訪
問
介
護

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

特
定
福
祉
用
具
販
売

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
め
い
と
新
座
志
木

新

座

市

東

一

―

一

―

三

六

株

式

会

社

め

い

と

ケ

ア

通
所
介
護

平
成
二
十
年

三
月

十
日

介
護
予
防
通
所
介
護

特
定
非
営
利
活
動
法
人

太
陽
訪
問
介
護
事
業
所

新
座
市
北
野
二
―
七
―
一
七

特
定
非
営
利
活
動
法
人

太
陽

訪
問
介
護

平
成
二
十
年

四
月

二
日

介
護
予
防
訪
問
介
護

小
規
模
多
機
能
サ
ー
ビ
ス

馬
渡
さ
ん
ち

三

郷

市

鷹

野

四

―

二

六

九

社
会
福
祉
法
人

す
こ
や
か
福
祉
会

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

平
成
二
十
年

四
月

一
日

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
か
る
な
宮
寺

入
間
市
宮
寺
一
七
二
一
―
一

医

療

法

人

二

心

会

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
二
十
年

三
月

十
七
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

エ
ル
ダ
ー
ホ
ー
ム
な
が
と
ろ

秩
父
郡
長
�
町
岩
田
三
三
四
―
一

有
限
会
社
あ
お
ば
ホ
ー
ム

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
二
十
年

四
月

一
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

－７－
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そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護

機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る

も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受

け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
含

む
。）
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

名

称

変
更
事
項

変

更

前

変

更

後

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

財
団
法
人
春
日
部
市
福
祉
公
社

名

称

春
日
部
市
福
祉
公
社
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

財
団
法
人
春
日
部
市
福
祉
公
社

居
宅
介
護
支
援

財
団
法
人
春
日
部
市
福
祉
公
社

名

称

財
団
法
人

春
日
部
市
福
祉
公
社

財
団
法
人
春
日
部
市
福
祉
公
社

訪
問
介
護

財
団
法
人
春
日
部
市
福
祉
公
社

介
護
予
防
訪
問
介
護

あ

い

ふ

れ

ん

ど

所
在
地

上
尾
市
柏
座
三
―
一
―
五
二

上
尾
市
柏
座
一
―
一
二
―
二

訪
問
介
護

福
祉
用
具
貸
与

介
護
予
防
訪
問
介
護

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

特
定
福
祉
用
具
販
売

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

所

沢

武

蔵

野

ク

リ

ニ

ッ

ク

所
在
地

所
沢
市
く
す
の
き
台
一
―
二
―
一
エ
ー
ワ
ン
ビ
ル
三
Ｆ

所
沢
市
松
葉
町
一
六
―
一
三
祥
鈴
ビ
ル
五
Ｆ

訪
問
看
護

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
予
防
訪
問
看
護

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
セ
ン
タ
ー

は
な
み
ち

所
在
地

鳩
ヶ
谷
市
本
町
一
―
一
四
―
一
七

鳩
ヶ
谷
市
本
町
二
―
二
―
四

訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護

戸
田
市
立
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

所
在
地

戸
田
市
上
戸
田
一
―
一
八
―
一

戸
田
市
美
女
木
四
―
二
〇
―
六

介
護
予
防
支
援

コ

ン

サ

ー

ジ

ュ

鶴

ヶ

島

所
在
地

鶴
ヶ
島
市
上
広
谷
一
三
七
―
一
ガ
ー
デ
ン
ハ
イ
ツ
Ｂ
一
〇
一
号
室

鶴
ヶ
島
市
上
広
谷
三
八
三

居
宅
介
護
支
援

コ

ン

サ

ー

ジ

ュ

鶴

ヶ

島

所
在
地

鶴
ヶ
島
市
上
広
谷
一
三
七
―
一
ガ
ー
デ
ン
ハ
イ
ツ
Ｂ
一
〇
一
号
室

鶴
ヶ
島
市
上
広
谷
三
八
三

訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護

－８－

第����号平成��年�月��日（水曜日）



埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年

法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て

そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護

機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る

も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受

け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
含

む
。）
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

名

称

所

在

地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

廃

止

年

月

日

社
会
福
祉
法
人

寄
居
町
社
会
福
祉
協
議
会

大
里
郡
寄
居
町
保
田
原
三
〇
一

福
祉
用
具
貸
与

平
成
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日

下

平

歯

科

医

院

川
口
市
栄
町
三
―
一
二
―
五

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
十
四
年

十
月
三
十
一
日

宮

本

歯

科

医

院

深
谷
市
西
島
八
一
六

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
十
九
年

三
月
三
十
一
日

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

株

式

会

社

ま

つ

し

ま

薬

局

熊
谷
市
玉
井
南
二
―
一
二

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
二
十
年

三
月
三
十
一
日

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

医
療
法
人
社
団
青
葉
会

青
葉
ク
リ
ニ
ッ
ク

新
座
市
石
神
一
―
五
―
七

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
二
十
年

三
月
三
十
一
日

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

医
療
法
人
晴
医
会

ホ
ワ
イ
ト
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

南
埼
玉
郡
宮
代
町
東
姫
宮
一
―
一
〇
―
六

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

株
式
会
社
ビ
ジ
ュ
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ン
介
護
福
祉
セ
ン
タ
ー
す
ず
ら
ん
和
光

和
光
市
白
子
三
―
二
九
―
五
九

訪
問
介
護

平
成
十
七
年

八
月

二
十
日

有

限

会

社

ひ

だ

ま

り

入
間
市
黒
須
二
―
一
四
―
二
四
フ
ラ
ッ
ツ
・
ダ
ッ
プ
Ｃ
棟

訪
問
介
護

平
成
二
十
年

三
月
三
十
一
日

介
護
予
防
訪
問
介
護

ウ
ィ
ズ
居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

和
光
市
丸
山
台
二
―
一
五
―
一
八
サ
ン
モ
ー
ル
一
〇
二

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
年

二
月
二
十
九
日

お
ひ
さ
ま
介
護
サ
ー
ビ
ス

和
光

和
光
市
新
倉
二
―
二
四
―
八
七

訪
問
介
護

平
成
十
六
年

三
月
三
十
一
日

お
ひ
さ
ま
介
護
サ
ー
ビ
ス

吉
川

吉
川
市
木
売
三
―
一
―
三
常
磐
ビ
ル
四
〇
二

訪
問
介
護

平
成
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日

お
ひ
さ
ま
介
護
サ
ー
ビ
ス

越
谷

越
谷
市
越
ケ
谷
二
―
八
―
二
四
森
田
ビ
ル
三
〇
一

訪
問
介
護

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日

デ
イ
ホ
ー
ム
ゆ
り
の
木

越
谷

越
谷
市
北
越
谷
四
―
二
三
―
五
ル
ミ
エ
ー
ル
北
越
谷
一
Ｆ

通
所
介
護

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日

ウ
ィ
ズ
居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

和
光
市
本
町
三
―
一
三

タ
ウ
ン
コ
ー
ト
エ
ク
セ
ル
四
一
一
号

福
祉
用
具
貸
与

平
成
二
十
年

二
月
二
十
九
日

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

－９－

第����号平成��年�月��日（水曜日）
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試
験
区
分

試
験
期
日

試

験

場

所

調
理
師
試
験

平
成
二
十
年

七
月

二
十
七
日

（
日
）

埼
玉
県
立
大
学
（
越
谷
市
三
野
宮
八
二
〇
番
地
）

も
の
つ
く
り
大
学
（
行
田
市
前
谷
三
三
三
番
地
）

聖
学
院
大
学
（
上
尾
市
戸
崎
一
番
一
号
）

製
菓
衛
生
師
試
験

埼
玉
県
立
大
学
（
越
谷
市
三
野
宮
八
二
〇
番
地
）

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
三
号

調
理
師
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
調
理
師

試
験
及
び
製
菓
衛
生
師
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
製

菓
衛
生
師
試
験
を
次
の
と
お
り
行
う
。

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

試
験
期
日
及
び
試
験
場
所

二

試
験
科
目

イ

調
理
師
試
験

調
理
師
試
験
基
準
（
平
成
九
年
厚
生
省
告
示
第
百
十
九
号
）
に
掲
げ
る
試
験
科
目

ロ

製
菓
衛
生
師
試
験

製
菓
衛
生
師
試
験
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
百
七
十
号
）
に
掲
げ
る
試
験
科

目

三

受
験
資
格

イ

調
理
師
試
験

次
の
�
及
び
�
に
該
当
す
る
者

�

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

�

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者

�

旧
国
民
学
校
令
（
昭
和
十
六
年
勅
令
第
百
四
十
八
号
）
に
よ
る
国
民
学
校
の
高
等
科
を

修
了
し
た
者
又
は
旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
中
等
学
校

の
二
年
の
課
程
を
終
わ
っ
た
者

�

調
理
師
法
施
行
規
則
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
者

�

調
理
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
）
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る

施
設
又
は
営
業
に
お
い
て
二
年
以
上
調
理
の
業
務
に
従
事
し
た
者

ロ

製
菓
衛
生
師
試
験

製
菓
衛
生
師
法
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
者
又
は
同
法
附
則
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
に
規

定
す
る
者

四

受
験
手
続

イ

提
出
書
類

�

調
理
師
試
験

調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
八
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
受
験

願
書
及
び
書
類

�

製
菓
衛
生
師
試
験

製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
四
号
）
第
二
条
に
規
定

す
る
受
験
願
書
及
び
書
類

ロ

試
験
手
数
料

調
理
師
試
験
に
あ
っ
て
は
六
千
三
百
円
、
製
菓
衛
生
師
試
験
に
あ
っ
て
は
九
千
六
百
円
を

埼
玉
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

ハ

受
験
願
書
等
の
提
出
期
間
及
び
場
所

平
成
二
十
年
六
月
十
九
日
（
木
）、
二
十
日
（
金
）
及
び
二
十
三
日
（
月
）

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

東
電
さ
わ
や
か
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
所
沢

所
沢
市
御
幸
町
五
―
八

ラ
イ
フ
＆
シ
ニ
ア
ハ
ウ
ス
一
階

通
所
介
護

平
成
二
十
年

三
月
三
十
一
日

介
護
予
防
通
所
介
護

か
る
な
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

所
沢
市
荒
幡
一
〇
四
〇
―
一

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
年

二
月
二
十
九
日

ハ
ッ
ピ
ー
東
所
沢
・
訪
問
入
浴
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

所
沢
市
東
所
沢
和
田
二
―
一
〇
―
一
八
リ
バ
テ
ィ
中
村
一
Ｆ

訪
問
入
浴
介
護

平
成
二
十
年

三
月
三
十
一
日

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

－１０－
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と
畜
場
の
名
称

受
託
者
の
住
所
・
名
称
及
び
代
表
者
氏
名

委
託
期
間

川
口
食
肉
荷
受
株
式

会
社

川
口
市
領
家
四
丁
目
七
番
十
八
号

川
口
食
肉
荷
受
株
式
会
社

代
表
取
締
役

石
井

一
雄

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か

ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三

十
一
日
ま
で

越
谷
食
肉
セ
ン
タ
ー

越
谷
市
増
森
一
丁
目
十
二
番
地

日
本
畜
産
興
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

福
田

武
仁

和
光
ミ
ー
ト
セ
ン
タ

ー

和
光
市
下
新
倉
六
丁
目
九
番
二
〇
号

株
式
会
社
ア
グ
リ
ス
・
ワ
ン

代
表
取
締
役

阿
部

徳
次

県
北
食
肉
セ
ン
タ
ー

熊
谷
市
下
増
田
一
七
三
番
地

県
北
食
肉
セ
ン
タ
ー
協
業
組
合

理
事
長

中
村

保
一

本
庄
食
肉
セ
ン
タ
ー

本
庄
市
杉
山
一
一
五
番
地

協
業
組
合
本
庄
食
肉
セ
ン
タ
ー

代
表
理
事

小
林

靖
典

北
埼
食
肉
セ
ン
タ
ー

加
須
市
大
字
平
永
一
〇
四
七
番
地

北
埼
食
肉
セ
ン
タ
ー
事
業
協
同
組
合

理
事
長

�
鳥

義
幸

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

埼
玉
教
育
会
館
二
階
会
議
室

五

合
格
発
表
の
期
日
及
び
場
所

平
成
二
十
年
九
月
四
日
（
木
）
か
ら
五
日
（
金
）

午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

埼
玉
県
庁
本
庁
舎
一
階
南
側
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
前
、
県
内
各
福
祉
保
健
総
合
セ
ン
タ
ー
及
び
県

内
各
保
健
所

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
四
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
と
畜
場
に
お
け
る
と
畜
検
査
手
数
料
の
徴
収
事
務
を
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
、
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
委
託
し
た
。

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

元
荒
川
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び

住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

就

任

職

名

氏

名

住

所

理

事

本

澤

安

治

�
田
市
大
字
江
ケ
崎
一
五
八
六

同

石

井

一

雄

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
大
字
掛
二
四
九

同

森

田

政

幸

同

同

同

大
戸
一
五
八
一

同

大

沢

立

承

同

同

同

高
曽
根
一
〇
三
七

同

須

賀

繁

司

同

同

同

末
田
二
一
八
七
の
三

同

山

内

茂

樹

春
日
部
市
大
枝
五
六
九

同

新

坂

進

越
谷
市
大
字
恩
間
新
田
三
七
九

同

川

島

重

雄

同

同

野
島
一
八
九

同

小

川

喜

悦

同

同

南
荻
島
一
六
二
八

同

野

口

久

作

同

七
左
町
七
丁
目
二
九
七
の
一

監

事

山

口

信

一

�
田
市
大
字
貝
塚
八
四
〇

同

飯

山

滂

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
大
字
飯
塚
八
一
二

同

隅

田

誠

春
日
部
市
下
蛭
田
二
八
六

同

金

子

勇

越
谷
市
宮
本
町
二
丁
目
一
八
二

二

退

任

職

名

氏

名

住

所

理

事

中

野

兼

信

�
田
市
大
字
黒
浜
一
二
五
六

同

森

田

政

幸

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
大
字
大
戸
一
五
八
一

同

大

沢

立

承

同

同

同

高
曽
根
一
〇
三
七

同

須

賀

繁

司

同

同

同

末
田
二
一
八
七
の
三

同

中

田

保

治

春
日
部
市
南
一
丁
目
一
二
の
二
一

同

島

村

平
市
郎

越
谷
市
大
字
大
竹
四
三
八
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第����号平成��年�月��日（水曜日）



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
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�

理

事

川

島

重

雄

越
谷
市
大
字
野
島
一
八
九

同

高

橋

金

吾

同

同

西
新
井
二
二
一

同

野

口

久

作

同

七
左
町
七
丁
目
二
九
七
の
一

監

事

山

口

信

一

�
田
市
大
字
貝
塚
八
四
〇

同

富

田

一

男

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
大
字
飯
塚
一
三
〇
〇

同

岩

井

俊

彦

春
日
部
市
谷
原
新
田
六
〇
八

同

金

子

勇

越
谷
市
宮
本
町
二
丁
目
一
八
二

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
六
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第

百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更

を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

組
合
の
名
称

上
福
岡
市
駒
林
土
地
区
画
整
理
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
十
二
年
六
月
十
三
日
か
ら

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

ふ
じ
み
野
市
駒
林
字
新
田
前
、
字
南
原
の

各
一
部

四

事
務
所
の
所
在
地

ふ
じ
み
野
市
福
岡
一
丁
目
一
番
一
号

五

設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
十
二
年
六
月
十
三
日

六

変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
四
月
十
六
日

指
令
杉
整
第
一
九
〇
二
〇
八
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日
第
四
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
�
飾
郡
鷲
宮
町
大
字
上
川
崎
字
裏
五
二

五
―
二
、
五
三
六
―
二
、
五
三
七
―
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

加
須
市
富
士
見
町
八
番
一
六
号

株
式
会
社

埼
北

代
表
取
締
役

根
岸

博

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

指
令
杉
整
第
一
九
〇
一
五
四
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日
第
五
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
�
飾
郡
鷲
宮
町
大
字
八
甫
字
観
音
堂
三

四
四

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

北
�
飾
郡
鷲
宮
町
大
字
西
大
輪
一
五
九
八

―
一有

限
会
社

美
登
ハ
ウ
ジ
ン
グ

代
表
取
締
役

山
中

美
登
留

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

指
令
杉
整
第
一
九
〇
一
五
五
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日
第
六
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
�
飾
郡
鷲
宮
町
八
甫
五
丁
目
八
二

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

北
�
飾
郡
鷲
宮
町
大
字
西
大
輪
一
五
九
八

―
一有

限
会
社

美
登
ハ
ウ
ジ
ン
グ

代
表
取
締
役

山
中

美
登
留

埼
玉
県
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号

平
成
二
十
年
度
埼
玉
県
職
員
採
用
上
級
試
験
及
び
平
成
二
十
年
度
埼
玉
県
市
町
村
立
小
・
中
学

校
事
務
職
員
採
用
上
級
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長

香

川

實

１
試
験
の
名
称

�
平
成
２０
年
度
埼
玉
県
職
員
採
用
上
級
試
験

�
平
成
２０
年
度
埼
玉
県
市
町
村
立
小
・
中
学
校
事
務
職
員
採
用
上
級
試
験

－１２－
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２
試
験
職
種
、
採
用
予
定
者
数
及
び
受
験
資
格

試
験
区
分

試
験
職
種

採
用
予
定

者
数

受
験

資
格

験 試 級 上 用 採 員 職 県 玉 埼

一
般
行
政

６２
人
○
日
本
国
籍
を
有
す
る
者

（
小
・
中
学
校
事
務
を
除
く
。）

○
地
方
公
務
員
法
第
１６
条
に
該
当
し
な
い
者

○
次
に
掲
げ
る
者

�
昭
和
５５
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
６２
年
４
月
１
日
ま

で
に
生
ま
れ
た
者
（
学
歴
不
問
）

�
昭
和
６２
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者
で
、
次

に
掲
げ
る
も
の

ア
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
（
短
期
大
学
を
除

く
。
以
下
「
大
学
」
と
い
う
。）
を
卒
業
し
た
者

又
は
平
成
２１
年
３
月
ま
で
に
大
学
を
卒
業
す
る
見

込
み
の
者

イ
人
事
委
員
会
が
ア
に
掲
げ
る
者
と
同
等
の
資
格

が
あ
る
と
認
め
る
者

※
「
福
祉
」
は
社
会
福
祉
法
第
１９
条
の
社
会
福
祉
主
事
の

任
用
資
格
を
有
す
る
者
又
は
平
成
２１
年
３
月
３１
日
ま
で
に

資
格
を
取
得
す
る
見
込
み
の
者

設
備

１１
人

設
備（
警
察
）

１
人

総
合
土
木

１２
人

建
築

９
人

化
学

５
人

農
業

１
人

林
業

１
人

福
祉

１４
人

埼
玉
県
市
町
村
立

小
・
中
学
校
事
務
職

員
採
用
上
級
試
験

２４
人

３
試
験
の
方
法

試
験
は
、
大
学
卒
業
程
度
に
よ
り
次
の
と
お
り
行
う
。

試
験
区
分

第
１
次
試
験

第
２
次
試
験

教
養
試
験

専
門
試
験

論
文
試
験

人
物
試
験

埼
玉
県
職
員
採
用

上
級

試
験

○
（
選
択
解
答
制
）

○
（一般行政のみ選択解答制）

○
○

埼
玉
県
市
町
村
立
小

・
中
学
校
事
務
職
員

採
用
上
級
試
験

○
（
選
択
解
答
制
）

○
○

注
○
印
を
付
し
た
も
の
に
つ
い
て
行
う
。

４
試
験
の
日
時
、
試
験
会
場
及
び
合
格
発
表

試
験

日
時

試
験
会
場

合
格

発
表

第
１
次

試
験

６
月
２９
日
（
日
）

埼
玉
県
立
伊
奈
学
園

総
合
高
等
学
校

（
北
足
立
郡
伊
奈
町
）

埼
玉
県
立
蕨
高
等
学

校（
蕨
市
）

７
月
８
日
（
火
）
午
前
１０
時
か
ら
７
日

間
、
県
庁
本
庁
舎
南
玄
関
の
掲
示
板
及

び
浦
和
合
同
庁
舎
に
掲
示
す
る
ほ
か
、

合
格
者
に
は
文
書
で
通
知
す
る
。

第
２
次

試
験

７
月
１４
日
（
月
）
か
ら
１６
日
（
水
）
ま
で

の
い
ず
れ
か
１
日
及
び
７
月
２２
日
（
火
）

か
ら
８
月
１
日
（
金
）
ま
で
の
い
ず
れ
か

１
日
（
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除

く
。）に

、
埼
玉
会
館
、
埼
玉
教
育
会
館
、

埼
玉
県
自
治
会
館
、
埼
玉
県
県
民
健
康
セ

ン
タ
ー
等
で
行
う
。

詳
し
く
は
、
第
１
次
試
験
合
格
者
に
文
書

で
通
知
す
る
。

８
月
２７
日
（
水
）
に
第
１
次
試
験
合
格

発
表
と
同
様
の
方
法
で
掲
示
す
る
ほ

か
、
合
格
者
に
は
文
書
で
通
知
す
る
。

注
合
格
発
表
は
、
発
表
日
の
午
前
１０
時
か
ら
７
日
間
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
も

行
う
。

５
試
験
の
対
象
と
な
る
職
の
概
要
及
び
給
与

�
職
の
概
要

ア
埼
玉
県
職
員
採
用
上
級
試
験

埼
玉
県
の
各
機
関
に
勤
務
し
、
一
般
行
政
事
務
又
は
技
術
的
業
務
に
従
事
す
る
。

イ
埼
玉
県
市
町
村
立
小
・
中
学
校
事
務
職
員
採
用
上
級
試
験

－１３－
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�
�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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埼
玉
県
内
の
市
町
村
立
小
・
中
学
校
（
さ
い
た
ま
市
を
除
く
。）
に
勤
務
し
、
学
校
事

務
に
従
事
す
る
。

�
給
与

ア
平
成
２０
年
４
月
１
日
現
在
に
お
け
る
初
任
給
（
地
域
手
当
を
含
む
。）
は
、
原
則
と
し

て
全
職
種
と
も
１８８
，６３４
円
で
あ
る
。

イ
上
記
金
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
種
に
応
じ
た
代
表
的
な
職
務
に
従
事
し
た
場
合
の
も
の

で
、
職
務
の
内
容
に
よ
っ
て
金
額
が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
る
。

ウ
上
記
の
ほ
か
、
支
給
要
件
に
該
当
す
る
者
に
は
、
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、

期
末
・
勤
勉
手
当
等
が
支
給
さ
れ
る
。

エ
一
定
の
経
歴
が
あ
る
場
合
は
、
上
記
金
額
に
所
定
の
額
が
加
算
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

オ
採
用
時
ま
で
に
給
与
改
定
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
よ
る
。

６
採
用
候
補
者
名
簿
へ
の
登
載

合
格
者
は
、
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
る
が
、
任
命
権
者
が
行
う
身
体
検
査
の
結
果
、

心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
遂
行
に
支
障
が
あ
り
、
若
し
く
は
こ
れ
に
堪
え
な
い
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
場
合
、
又
は
資
格
取
得
見
込
み
の
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
資
格
を
取
得
で
き
な
か

っ
た
場
合
は
、
採
用
候
補
者
名
簿
か
ら
削
除
さ
れ
る
。

７
採
用
の
方
法

名
簿
登
載
者
は
、
任
命
権
者
か
ら
の
請
求
に
応
じ
て
成
績
順
に
提
示
さ
れ
、
欠
員
の
状
況
等

に
応
じ
て
採
用
さ
れ
る
。
採
用
の
時
期
は
、
原
則
と
し
て
平
成
２１
年
４
月
１
日
以
降
で
あ
る
。

８
受
験
手
続

�
受
験
申
込
用
紙
の
入
手
方
法

受
験
案
内
及
び
申
込
書
は
、
埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
局
任
用
審
査
課
等
に
お
い
て
、
平

成
２０
年
５
月
９
日
（
金
）
か
ら
配
布
す
る
。

�
申
込
方
法

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
下
記
に
よ
り
埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
局
任
用
審
査

課
採
用
試
験
担
当
に
提
出
す
る
こ
と
。

な
お
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
簡
易
書
留
又
は
配
達
記
録
に
す
る
こ
と
。

記
受
付
期
間

郵
送
受
付

５
月
１９
日
（
月
）
か
ら
５
月
３０
日
（
金
）
ま
で
（
期
間
内
消
印
有
効
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
受
付

５
月
１９
日
（
月
）
９
時
３０
分
か
ら
５
月
２６
日
（
月
）
１７
時
ま
で

持
参
受
付

５
月
２８
日
（
水
）
か
ら
５
月
３０
日
（
金
）
ま
で
の
８
時
３０
分
～
１７
時
１５
分

９
そ
の
他

�
試
験
職
種
「
一
般
行
政
」
に
つ
い
て
は
、
点
字
又
は
拡
大
文
字
（
身
体
障
害
者
手
帳
を
有

す
る
者
に
限
る
。）
に
よ
る
受
験
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
試
験
会
場
等
が
異
な
る

こ
と
が
あ
る
。

�
こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
、
埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
局
任
用
審
査
課
採
用

試
験
担
当
（
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
北
浦
和
５
丁
目
６
番
５
号
電
話
０４８

―８２２
―８１８１

）
に
行

う
こ
と
。

埼
玉
県
人
事
委
員
会
告
示
第
二
号

平
成
二
十
年
度
埼
玉
県
警
察
事
務
職
員
採
用
上
級
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長

香

川

實

１
試
験
の
名
称

平
成
２０
年
度
埼
玉
県
警
察
事
務
職
員
採
用
上
級
試
験

２
試
験
職
種
及
び
採
用
予
定
者
数

警
察
事
務
１５
人

３
受
験
資
格

�
日
本
国
籍
を
有
す
る
者

�
地
方
公
務
員
法
第
１６
条
に
該
当
し
な
い
者

�
次
に
掲
げ
る
者

ア
昭
和
５５
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
６２
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
（
学
歴
不
問
）

イ
昭
和
６２
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の

�
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
以
下
「
大
学
」
と
い
う
。）
を

－１４－
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卒
業
し
た
者
又
は
平
成
２１
年
３
月
ま
で
に
大
学
を
卒
業
す
る
見
込
み
の
者

�
人
事
委
員
会
が
�
に
掲
げ
る
者
と
同
等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
者

４
試
験
の
方
法

試
験
は
、
大
学
卒
業
程
度
に
よ
り
次
の
と
お
り
行
う
。

�
第
１
次
試
験
教
養
試
験
（
選
択
解
答
制
）、
専
門
試
験
（
選
択
解
答
制
）

�
第
２
次
試
験
論
文
試
験
、
人
物
試
験

５
試
験
の
日
時
、
試
験
会
場
及
び
合
格
発
表

試
験

日
時

試
験
会
場

合
格

発
表

第
１
次

試
験

６
月
２９
日
（
日
）

埼
玉
県
立
伊
奈
学
園

総
合
高
等
学
校

（
北
足
立
郡
伊
奈
町
）

埼
玉
県
立
蕨
高
等
学

校（
蕨
市
）

７
月
８
日
（
火
）
午
前
１０
時
か
ら
７
日

間
、
県
庁
本
庁
舎
南
玄
関
の
掲
示
板
及

び
浦
和
合
同
庁
舎
に
掲
示
す
る
ほ
か
、

合
格
者
に
は
文
書
で
通
知
す
る
。

第
２
次

試
験

７
月
１４
日
（
月
）
か
ら
１６
日
（
水
）
ま
で

の
い
ず
れ
か
１
日
及
び
７
月
２２
日
（
火
）

か
ら
８
月
１
日
（
金
）
ま
で
の
い
ず
れ
か

１
日
（
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除

く
。）に

、
埼
玉
会
館
、
埼
玉
教
育
会
館
、

埼
玉
県
自
治
会
館
、
埼
玉
県
県
民
健
康
セ

ン
タ
ー
等
で
行
う
。

詳
し
く
は
、
第
１
次
試
験
合
格
者
に
文
書

で
通
知
す
る
。

８
月
２７
日
（
水
）
に
第
１
次
試
験
合
格

発
表
と
同
様
の
方
法
で
掲
示
す
る
ほ

か
、
合
格
者
に
は
文
書
で
通
知
す
る
。

注
合
格
発
表
は
、
発
表
日
の
午
前
１０
時
か
ら
７
日
間
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
も

行
う
。

６
試
験
の
対
象
と
な
る
職
の
概
要
及
び
給
与

�
職
の
概
要

埼
玉
県
警
察
本
部
又
は
県
内
各
警
察
署
等
に
勤
務
し
、
警
察
事
務
に
従
事
す
る
。

�
給
与

ア
平
成
２０
年
４
月
１
日
現
在
に
お
け
る
初
任
給
（
地
域
手
当
を
含
む
。）
は
、
１８８
，６３４
円

で
あ
る
。

イ
上
記
の
ほ
か
、
支
給
要
件
に
該
当
す
る
者
に
は
、
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、

期
末
・
勤
勉
手
当
等
が
支
給
さ
れ
る
。

ウ
一
定
の
経
歴
が
あ
る
場
合
は
、
上
記
金
額
に
所
定
の
額
が
加
算
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

エ
採
用
時
ま
で
に
給
与
改
定
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
よ
る
。

７
採
用
候
補
者
名
簿
へ
の
登
載

合
格
者
は
、採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
る
が
、警
察
本
部
長
が
行
う
身
体
検
査
の
結
果
、

心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
遂
行
に
支
障
が
あ
り
、
又
は
こ
れ
に
堪
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
た
場
合
は
、
採
用
候
補
者
名
簿
か
ら
削
除
さ
れ
る
。

８
採
用
の
方
法

名
簿
登
載
者
は
、
警
察
本
部
長
か
ら
の
請
求
に
応
じ
て
成
績
順
に
提
示
さ
れ
、
欠
員
の
状
況

等
に
応
じ
て
採
用
さ
れ
る
。
採
用
の
時
期
は
、
原
則
と
し
て
平
成
２１
年
４
月
１
日
で
あ
る
。

９
受
験
手
続

�
受
験
申
込
用
紙
の
入
手
方
法

受
験
案
内
及
び
申
込
書
は
、
埼
玉
県
警
察
採
用
セ
ン
タ
ー
、
県
内
各
警
察
署
又
は
埼
玉
県

人
事
委
員
会
事
務
局
任
用
審
査
課
等
に
お
い
て
、
平
成
２０
年
５
月
９
日
（
金
）
か
ら
配
布
す

る
。

�
申
込
方
法

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
下
記
に
よ
り
埼
玉
県
警
察
採
用
セ
ン
タ
ー
又
は
県
内

各
警
察
署
に
提
出
す
る
こ
と
。

な
お
、
郵
送
に
よ
る
場
合
（
警
察
署
に
提
出
す
る
場
合
は
、
持
参
に
限
る
。）
は
、
簡
易

書
留
又
は
配
達
記
録
に
す
る
こ
と
。

記
受
付
期
間

郵
送
受
付

５
月
１９
日
（
月
）
か
ら
５
月
３０
日
（
金
）
ま
で
（
期
間
内
消
印
有
効
）

持
参
受
付

５
月
１９
日
（
月
）
か
ら
５
月
３０
日
（
金
）
ま
で
の
８
時
３０
分
～
１７
時
３０
分

（
土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
受
付

５
月
１９
日
（
月
）
９
時
３０
分
か
ら
５
月
２６
日
（
月
）
１７
時
ま
で

－１５－

第����号平成��年�月��日（水曜日）
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１０
そ
の
他

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
、
埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
局
任
用
審
査
課
採
用
試

験
担
当
（
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
北
浦
和
５
丁
目
６
番
５
号
電
話
０４８

―８２２
―８１８１

）
又
は
埼
玉

県
警
察
採
用
セ
ン
タ
ー
（
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３
丁
目
１５
番
１
号
埼
玉
県
警
察
職
員
採

用
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
０１２０

―３７３５１４
）
に
行
う
こ
と
。

埼
玉
県
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号

平
成
二
十
年
度
埼
玉
県
職
員
採
用
初
級
試
験
及
び
平
成
二
十
年
度
埼
玉
県
市
町
村
立
小
・
中
学

校
事
務
職
員
採
用
初
級
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長

香

川

實

１
試
験
の
名
称

�
平
成
２０
年
度
埼
玉
県
職
員
採
用
初
級
試
験

�
平
成
２０
年
度
埼
玉
県
市
町
村
立
小
・
中
学
校
事
務
職
員
採
用
初
級
試
験

２
試
験
職
種
及
び
採
用
予
定
者
数

�
一
般
事
務
７
人

�
小
・
中
学
校
事
務
７
人

３
受
験
資
格

�
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
（
小
・
中
学
校
事
務
を
除
く
。）

�
地
方
公
務
員
法
第
１６
条
に
該
当
し
な
い
者

�
昭
和
６２
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
３
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
（
学
歴
不
問
）

４
試
験
の
方
法

試
験
は
、
高
等
学
校
卒
業
程
度
に
よ
り
次
の
と
お
り
行
う
。

�
第
１
次
試
験
教
養
試
験

�
第
２
次
試
験
作
文
試
験
、
人
物
試
験

５
試
験
の
日
時
、
試
験
会
場
及
び
合
格
発
表

試
験

日
時

試
験
会
場

合
格

発
表

第
１
次

試
験

９
月
２８
日
（
日
）

埼
玉
県
立
大
宮
高
等

学
校
（
さ
い
た
ま
市
）

埼
玉
県
立
浦
和
西
高

等
学
校

（
さ
い
た
ま
市
）

１０
月
８
日
（
水
）
午
前
１０
時
か
ら
７
日

間
、
県
庁
本
庁
舎
南
玄
関
の
掲
示
板
及

び
浦
和
合
同
庁
舎
に
掲
示
す
る
ほ
か
、

合
格
者
に
は
文
書
で
通
知
す
る
。

第
２
次

試
験

１０
月
１７
日
（
金
）
及
び
１０
月
２７
日
（
月
）

又
は
２８
日
（
火
）
の
い
ず
れ
か
１
日
に
、

埼
玉
会
館
、
埼
玉
教
育
会
館
、
埼
玉
県
自

治
会
館
、
埼
玉
県
県
民
健
康
セ
ン
タ
ー
等

で
行
う
。

詳
し
く
は
、
第
１
次
試
験
合
格
者
に
文

書
で
通
知
す
る
。

１１
月
２８
日
（
金
）
に
第
１
次
試
験
合
格

発
表
と
同
様
の
方
法
で
掲
示
す
る
ほ

か
、
合
格
者
に
は
文
書
で
通
知
す
る
。

注
合
格
発
表
は
、
発
表
日
の
午
前
１０
時
か
ら
７
日
間
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
も

行
う
。

６
試
験
の
対
象
と
な
る
職
の
概
要
及
び
給
与

�
職
の
概
要

ア
埼
玉
県
職
員
採
用
初
級
試
験

埼
玉
県
の
各
機
関
に
勤
務
し
、
一
般
行
政
事
務
に
従
事
す
る
。

イ
埼
玉
県
市
町
村
立
小
・
中
学
校
事
務
職
員
採
用
初
級
試
験

埼
玉
県
内
の
市
町
村
立
小
・
中
学
校
（
さ
い
た
ま
市
を
除
く
。）
に
勤
務
し
、
学
校
事

務
に
従
事
す
る
。

�
給
与

ア
平
成
２０
年
４
月
１
日
現
在
に
お
け
る
初
任
給
（
地
域
手
当
を
含
む
。）
は
、
原
則
と
し

て
全
職
種
と
も
１５２
，４４７
円
で
あ
る
。

イ
上
記
金
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
種
に
応
じ
た
代
表
的
な
職
務
に
従
事
し
た
場
合
の
も
の

で
、
職
務
の
内
容
に
よ
っ
て
金
額
が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
る
。

ウ
上
記
の
ほ
か
、
支
給
要
件
に
該
当
す
る
者
に
は
、
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、

期
末
・
勤
勉
手
当
等
が
支
給
さ
れ
る
。

エ
一
定
の
経
歴
が
あ
る
場
合
は
、
上
記
金
額
に
所
定
の
額
が
加
算
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

オ
採
用
時
ま
で
に
給
与
改
定
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
よ
る
。

－１６－

第����号平成��年�月��日（水曜日）
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７
採
用
候
補
者
名
簿
へ
の
登
載

合
格
者
は
、
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
る
が
、
任
命
権
者
が
行
う
身
体
検
査
の
結
果
、

心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
遂
行
に
支
障
が
あ
り
、
又
は
こ
れ
に
堪
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
た
場
合
は
、
採
用
候
補
者
名
簿
か
ら
削
除
さ
れ
る
。

８
採
用
の
方
法

名
簿
登
載
者
は
、
任
命
権
者
か
ら
の
請
求
に
応
じ
て
成
績
順
に
提
示
さ
れ
、
欠
員
の
状
況
等

に
応
じ
て
採
用
さ
れ
る
。
採
用
の
時
期
は
、
原
則
と
し
て
平
成
２１
年
４
月
１
日
以
降
で
あ
る
。

９
受
験
手
続

�
受
験
申
込
用
紙
の
入
手
方
法

受
験
案
内
及
び
申
込
書
は
、
埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
局
任
用
審
査
課
等
に
お
い
て
、
平

成
２０
年
７
月
７
日
（
月
）
か
ら
配
布
す
る
。

�
申
込
方
法

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
下
記
に
よ
り
埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
局
任
用
審
査

課
採
用
試
験
担
当
に
提
出
す
る
こ
と
。

な
お
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
簡
易
書
留
又
は
配
達
記
録
に
す
る
こ
と
。

記
受
付
期
間

郵
送
受
付

８
月
１８
日
（
月
）
か
ら
８
月
２９
日
（
金
）
ま
で
（
期
間
内
消
印
有
効
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
受
付

８
月
１８
日
（
月
）
９
時
３０
分
か
ら
８
月
２５
日
（
月
）
１７
時
ま
で

持
参
受
付

８
月
２７
日
（
水
）
か
ら
８
月
２９
日
（
金
）
ま
で
の
８
時
３０
分
～
１７
時
１５
分

１０
そ
の
他

�
試
験
職
種
「
一
般
事
務
」
に
つ
い
て
は
、
点
字
又
は
拡
大
文
字
（
身
体
障
害
者
手
帳
を
有

す
る
者
に
限
る
。）
に
よ
る
受
験
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
試
験
会
場
等
が
異
な
る

こ
と
が
あ
る
。

�
こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
、
埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
局
任
用
審
査
課
採
用

試
験
担
当
（
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
北
浦
和
５
丁
目
６
番
５
号
電
話
０４８
－
８２２
－
８１８１

）
に

行
う
こ
と
。

埼
玉
県
人
事
委
員
会
告
示
第
四
号

平
成
二
十
年
度
埼
玉
県
警
察
事
務
職
員
採
用
初
級
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長

香

川

實

１
試
験
の
名
称

平
成
２０
年
度
埼
玉
県
警
察
事
務
職
員
採
用
初
級
試
験

２
試
験
職
種
及
び
採
用
予
定
者
数

警
察
事
務
３
人

３
受
験
資
格

�
日
本
国
籍
を
有
す
る
者

�
地
方
公
務
員
法
第
１６
条
に
該
当
し
な
い
者

�
昭
和
６２
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
３
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
（
学
歴
不
問
）

４
試
験
の
方
法

試
験
は
、
高
等
学
校
卒
業
程
度
に
よ
り
次
の
と
お
り
行
う
。

�
第
１
次
試
験
教
養
試
験

�
第
２
次
試
験
作
文
試
験
、
人
物
試
験

５
試
験
の
日
時
、
試
験
会
場
及
び
合
格
発
表

試
験

日
時

試
験
会
場

合
格

発
表

第
１
次

試
験

９
月
２８
日
（
日
）

埼
玉
県
立
大
宮
高
等

学
校
（
さ
い
た
ま
市
）

埼
玉
県
立
浦
和
西
高

等
学
校

（
さ
い
た
ま
市
）

１０
月
８
日
（
水
）
午
前
１０
時
か
ら
７
日

間
、
県
庁
本
庁
舎
南
玄
関
の
掲
示
板
及

び
浦
和
合
同
庁
舎
に
掲
示
す
る
ほ
か
、

合
格
者
に
は
文
書
で
通
知
す
る
。

第
２
次
１０
月
１７
日
（
金
）
及
び
１０
月
２７
日
（
月
）
１１
月
２８
日
（
金
）
に
第
１
次
試
験
合
格

－１７－

第����号平成��年�月��日（水曜日）
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試
験

又
は
２８
日
（
火
）
の
い
ず
れ
か
１
日
に
、

埼
玉
会
館
、
埼
玉
教
育
会
館
、
埼
玉
県
自

治
会
館
、
埼
玉
県
県
民
健
康
セ
ン
タ
ー
等

で
行
う
。

詳
し
く
は
、
第
１
次
試
験
合
格
者
に
文
書

で
通
知
す
る
。

発
表
と
同
様
の
方
法
で
掲
示
す
る
ほ

か
、
合
格
者
に
は
文
書
で
通
知
す
る
。

注
合
格
発
表
は
、
発
表
日
の
午
前
１０
時
か
ら
７
日
間
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
も

行
う
。

６
試
験
の
対
象
と
な
る
職
の
概
要
及
び
給
与

�
職
の
概
要

埼
玉
県
警
察
本
部
又
は
県
内
各
警
察
署
等
に
勤
務
し
、
警
察
事
務
に
従
事
す
る
。

�
給
与

ア
平
成
２０
年
４
月
１
日
現
在
に
お
け
る
初
任
給
（
地
域
手
当
を
含
む
。）
は
、
１５２
，４４７
円

で
あ
る
。

イ
上
記
の
ほ
か
、
支
給
要
件
に
該
当
す
る
者
に
は
、
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、

期
末
・
勤
勉
手
当
等
が
支
給
さ
れ
る
。

ウ
一
定
の
経
歴
が
あ
る
場
合
は
、
上
記
金
額
に
所
定
の
額
が
加
算
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

エ
採
用
時
ま
で
に
給
与
改
定
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
よ
る
。

７
採
用
候
補
者
名
簿
へ
の
登
載

合
格
者
は
、採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
る
が
、警
察
本
部
長
が
行
う
身
体
検
査
の
結
果
、

心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
遂
行
に
支
障
が
あ
り
、
又
は
こ
れ
に
堪
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
た
場
合
は
、
採
用
候
補
者
名
簿
か
ら
削
除
さ
れ
る
。

８
採
用
の
方
法

名
簿
登
載
者
は
、
警
察
本
部
長
か
ら
の
請
求
に
応
じ
て
成
績
順
に
提
示
さ
れ
、
欠
員
の
状
況

等
に
応
じ
て
採
用
さ
れ
る
。
採
用
の
時
期
は
、
原
則
と
し
て
平
成
２１
年
４
月
１
日
で
あ
る
。

９
受
験
手
続

�
受
験
申
込
用
紙
の
入
手
方
法

受
験
案
内
及
び
申
込
書
は
、
埼
玉
県
警
察
採
用
セ
ン
タ
ー
、
県
内
各
警
察
署
又
は
埼
玉
県

人
事
委
員
会
事
務
局
任
用
審
査
課
等
に
お
い
て
、
平
成
２０
年
７
月
７
日
（
月
）
か
ら
配
布
す

る
。

�
申
込
方
法

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
下
記
に
よ
り
埼
玉
県
警
察
採
用
セ
ン
タ
ー
又
は
県
内

各
警
察
署
に
提
出
す
る
こ
と
。

な
お
、
郵
送
に
よ
る
場
合
（
警
察
署
に
提
出
す
る
場
合
は
、
持
参
に
限
る
。）
は
、
簡
易

書
留
又
は
配
達
記
録
に
す
る
こ
と
。

記
受
付
期
間

郵
送
受
付

８
月
１８
日
（
月
）
か
ら
８
月
２９
日
（
金
）
ま
で
（
期
間
内
消
印
有
効
）

持
参
受
付

８
月
１８
日
（
月
）
か
ら
８
月
２９
日
（
金
）
ま
で
の
８
時
３０
分
～
１７
時
３０
分

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
受
付

８
月
１８
日
（
月
）
９
時
３０
分
か
ら
８
月
２５
日
（
月
）
１７
時
ま
で

１０
そ
の
他

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
、
埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
局
任
用
審
査
課
採
用
試

験
担
当
（
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
北
浦
和
５
丁
目
６
番
５
号
電
話
０４８

―８２２
―８１８１

）
又
は
埼
玉

県
警
察
採
用
セ
ン
タ
ー
（
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３
丁
目
１５
番
１
号
埼
玉
県
警
察
職
員
採

用
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
０１２０

―３７３５１４
）
に
行
う
こ
と
。

埼
玉
県
人
事
委
員
会
告
示
第
五
号

平
成
二
十
年
度
埼
玉
県
免
許
資
格
職
職
員
採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長

香

川

實

１
試
験
の
名
称

平
成
２０
年
度
埼
玉
県
免
許
資
格
職
職
員
採
用
試
験

２
試
験
職
種
、
採
用
予
定
者
数
及
び
受
験
資
格

－１８－
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試
験
職
種

採
用
予
定
者
数

受
験

資
格

薬
剤
師

８
人
○
地
方
公
務
員
法
第
１６
条
に
該
当
し
な
い
者

（
全
職
種
共
通
）

日
本
国
籍
を
有
す
る
次
に
掲
げ
る
者
で
、
薬
剤
師
の
免
許
を
有

す
る
者
又
は
平
成
２１
年
春
季
の
国
家
試
験
で
取
得
見
込
み
の
者

�
昭
和
５５
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
６２
年
４
月
１
日
ま
で
に

生
ま
れ
た
者

�
昭
和
６２
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者
で
、
次
に
掲

げ
る
も
の

ア
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。

以
下
「
大
学
」
と
い
う
。）
を
卒
業
し
た
者
又
は
平
成

２１
年
３
月
ま
で
に
大
学
を
卒
業
す
る
見
込
み
の
者

イ
人
事
委
員
会
が
ア
に
掲
げ
る
者
と
同
等
の
資
格
が
あ

る
と
認
め
る
者

獣
医
師

６
人
日
本
国
籍
を
有
す
る
次
に
掲
げ
る
者
で
、
獣
医
師
の
免
許
を
有

す
る
者
又
は
平
成
２１
年
春
季
の
国
家
試
験
で
取
得
見
込
み
の
者

�
昭
和
５３
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
６０
年
４
月
１
日
ま
で
に

生
ま
れ
た
者

�
昭
和
６０
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者
で
、
次
に
掲

げ
る
も
の

ア
大
学
を
卒
業
し
た
者
又
は
平
成
２１
年
３
月
ま
で
に
大

学
を
卒
業
す
る
見
込
み
の
者

イ
人
事
委
員
会
が
ア
に
掲
げ
る
者
と
同
等
の
資
格
が
あ

る
と
認
め
る
者

保
健
師

５
人
次
に
掲
げ
る
者
で
、
保
健
師
の
免
許
を
有
す
る
者
又
は
平
成
２１

年
春
季
の
国
家
試
験
で
取
得
見
込
み
の
者
（
国
籍
不
問
）

�
昭
和
５５
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
６３
年
４
月
１
日
ま
で
に

生
ま
れ
た
者

�
昭
和
６３
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者
で
、
次
に
掲

げ
る
も
の

ア
大
学
を
卒
業
し
た
者
又
は
平
成
２１
年
３
月
ま
で
に
大

学
を
卒
業
す
る
見
込
み
の
者

イ
人
事
委
員
会
が
ア
に
掲
げ
る
者
と
同
等
の
資
格
が
あ

る
と
認
め
る
者

保
健
師

（
警
察
）

１
人

栄
養
士

２２
人
昭
和
５５
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
元
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
者
で
、
栄
養
士
の
免
許
を
有
す
る
者
又
は
平
成
２１
年
３
月
３１

日
ま
で
に
取
得
見
込
み
の
者
（
国
籍
不
問
）

３
試
験
の
方
法

�
薬
剤
師
、
獣
医
師
及
び
保
健
師

試
験
は
、
大
学
卒
業
程
度
に
よ
り
次
の
と
お
り
行
う
。

ア
第
１
次
試
験
教
養
試
験
（
選
択
解
答
制
）

イ
第
２
次
試
験
論
文
試
験
、
人
物
試
験

�
栄
養
士

試
験
は
、
短
期
大
学
卒
業
程
度
に
よ
り
次
の
と
お
り
行
う
。

ア
第
１
次
試
験
教
養
試
験
、
専
門
試
験

イ
第
２
次
試
験
論
文
試
験
、
人
物
試
験

４
試
験
の
日
時
、
試
験
会
場
及
び
合
格
発
表

�
薬
剤
師
、
獣
医
師
及
び
保
健
師

試
験

日
時

試
験
会
場

合
格

発
表

第
１
次

試
験

６
月
２９
日
（
日
）

埼
玉
県
立
伊
奈
学
園

総
合
高
等
学
校

（
北
足
立
郡
伊
奈
町
）

埼
玉
県
立
蕨
高
等
学

校（
蕨
市
）

７
月
８
日
（
火
）
午
前
１０
時
か
ら
７
日

間
、
県
庁
本
庁
舎
南
玄
関
の
掲
示
板
及

び
浦
和
合
同
庁
舎
に
掲
示
す
る
ほ
か
、

合
格
者
に
は
文
書
で
通
知
す
る
。

第
２
次

試
験

７
月
１４
日
（
月
）
か
ら
１６
日
（
水
）
ま
で

の
い
ず
れ
か
１
日
及
び
７
月
２２
日
（
火
）

か
ら
８
月
１
日
（
金
）
ま
で
の
い
ず
れ
か

１
日
（
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除

く
。）に

、
埼
玉
会
館
、
埼
玉
教
育
会
館
、

埼
玉
県
自
治
会
館
、
埼
玉
県
県
民
健
康
セ

ン
タ
ー
等
で
行
う
。

詳
し
く
は
、
第
１
次
試
験
合
格
者
に
文
書

で
通
知
す
る
。

８
月
２７
日
（
水
）
に
第
１
次
試
験
合
格

発
表
と
同
様
の
方
法
で
掲
示
す
る
ほ

か
、
合
格
者
に
は
文
書
で
通
知
す
る
。

注
合
格
発
表
は
、
発
表
日
の
午
前
１０
時
か
ら
７
日
間
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
も

行
う
。

－１９－
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�
栄
養
士

試
験

日
時

試
験
会
場

合
格

発
表

第
１
次

試
験

９
月
２８
日
（
日
）

埼
玉
県
立
大
宮
高
等

学
校
（
さ
い
た
ま
市
）

埼
玉
県
立
浦
和
西
高

等
学
校

（
さ
い
た
ま
市
）

１０
月
８
日
（
水
）
午
前
１０
時
か
ら
７
日

間
、
県
庁
本
庁
舎
南
玄
関
の
掲
示
板
及

び
浦
和
合
同
庁
舎
に
掲
示
す
る
ほ
か
、

合
格
者
に
は
文
書
で
通
知
す
る
。

第
２
次

試
験

１０
月
１７
日
（
金
）
及
び
１０
月
２７
日
（
月
）

又
は
２８
日
（
火
）
の
い
ず
れ
か
１
日
に
、

埼
玉
会
館
、
埼
玉
教
育
会
館
、
埼
玉
県
自

治
会
館
、
埼
玉
県
県
民
健
康
セ
ン
タ
ー
等

で
行
う
。

詳
し
く
は
、
第
１
次
試
験
合
格
者
に
文
書

で
通
知
す
る
。

１１
月
２８
日
（
金
）
に
第
１
次
試
験
合
格

発
表
と
同
様
の
方
法
で
掲
示
す
る
ほ

か
、
合
格
者
に
は
文
書
で
通
知
す
る
。

注
合
格
発
表
は
、
発
表
日
の
午
前
１０
時
か
ら
７
日
間
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
も

行
う
。

５
試
験
の
対
象
と
な
る
職
の
概
要
及
び
給
与

�
職
の
概
要

埼
玉
県
の
各
機
関
に
勤
務
し
、
技
術
的
業
務
に
従
事
す
る
。

�
給
与

ア
平
成
２０
年
４
月
１
日
現
在
に
お
け
る
初
任
給
（
地
域
手
当
を
含
む
。）
は
、
原
則
と
し

て
下
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

職
種

給
与

薬
剤

師
１９４
，６４７
円

獣
医

師
２１５
，２２０
円

保
健

師
２１８
，２７９
円

栄
養

士
１７２
，１７６
円

イ
上
記
金
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
種
に
応
じ
た
代
表
的
な
職
務
に
従
事
し
た
場
合
の
も
の

で
、
職
務
の
内
容
に
よ
っ
て
金
額
が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
る
。

ウ
上
記
の
ほ
か
、
支
給
要
件
に
該
当
す
る
者
に
は
、
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、

期
末
・
勤
勉
手
当
等
が
支
給
さ
れ
る
。

エ
一
定
の
経
歴
が
あ
る
場
合
は
、
上
記
金
額
に
所
定
の
額
が
加
算
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

オ
採
用
時
ま
で
に
給
与
改
定
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
よ
る
。

６
採
用
候
補
者
名
簿
へ
の
登
載

合
格
者
は
、
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
る
が
、
任
命
権
者
が
行
う
身
体
検
査
の
結
果
、

心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
遂
行
に
支
障
が
あ
り
、
若
し
く
は
こ
れ
に
堪
え
な
い
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
場
合
、
又
は
免
許
取
得
見
込
み
の
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
免
許
を
取
得
で
き
な
か

っ
た
場
合
は
、
採
用
候
補
者
名
簿
か
ら
削
除
さ
れ
る
。

７
採
用
の
方
法

名
簿
登
載
者
は
、
任
命
権
者
か
ら
の
請
求
に
応
じ
て
成
績
順
に
提
示
さ
れ
、
欠
員
の
状
況
等

に
応
じ
て
採
用
さ
れ
る
。
採
用
の
時
期
は
、
原
則
と
し
て
平
成
２１
年
４
月
１
日
以
降
で
あ
る
。

８
受
験
手
続

�
受
験
申
込
用
紙
の
入
手
方
法

受
験
案
内
及
び
申
込
書
は
、
埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
局
任
用
審
査
課
等
に
お
い
て
、
薬

剤
師
、
獣
医
師
及
び
保
健
師
は
平
成
２０
年
５
月
９
日
（
金
）
か
ら
、
栄
養
士
は
平
成
２０
年
７

月
７
日
（
月
）
か
ら
配
布
す
る
。

�
申
込
方
法

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
下
記
に
よ
り
埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
局
任
用
審
査

課
採
用
試
験
担
当
に
提
出
す
る
こ
と
。

な
お
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
簡
易
書
留
又
は
配
達
記
録
に
す
る
こ
と
。

記

職
種

受
付

期
間

薬
剤

師
獣

医
師

保
健

師

郵
送
受
付

５
月
１９
日
（
月
）
か
ら
５
月
３０
日
（
金
）
ま
で
（
期
間
内
消
印
有
効
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
受
付

５
月
１９
日
（
月
）
９
時
３０
分
か
ら
５
月
２６
日
（
月
）
１７
時
ま
で

持
参
受
付

５
月
２８
日
（
水
）
か
ら
５
月
３０
日
（
金
）
ま
で
の
８
時
３０
分
～
１７
時
１５
分

栄
養

士
郵
送
受
付

８
月
１８
日
（
月
）
か
ら
８
月
２９
日
（
金
）
ま
で
（
期
間
内
消
印
有
効
）

－２０－
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
受
付

８
月
１８
日
（
月
）
９
時
３０
分
か
ら
８
月
２５
日
（
月
）
１７
時
ま
で

持
参
受
付

８
月
２７
日
（
水
）
か
ら
８
月
２９
日
（
金
）
ま
で
の
８
時
３０
分
～
１７
時
１５
分

９
そ
の
他

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
、
埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
局
任
用
審
査
課
採
用
試

験
担
当
（
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
北
浦
和
５
丁
目
６
番
５
号
電
話
０４８

―８２２
―８１８１

）
に
行
う
こ

と
。

埼
玉
県
人
事
委
員
会
告
示
第
六
号

平
成
二
十
年
度
埼
玉
県
民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
職
員
採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長

香

川

實

１
試
験
の
名
称

平
成
２０
年
度
埼
玉
県
民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
職
員
採
用
試
験

２
試
験
職
種
及
び
採
用
予
定
者
数

一
般
行
政
３
人

３
受
験
資
格

�
日
本
国
籍
を
有
す
る
者

�
地
方
公
務
員
法
第
１６
条
に
該
当
し
な
い
者

�
昭
和
４８
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
５５
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
（
学
歴
不
問
）

�
民
間
企
業
等
に
お
け
る
職
務
経
験
を
５
年
以
上
（
平
成
２０
年
７
月
末
日
現
在
）
有
す
る
者

４
試
験
の
方
法

試
験
は
、
大
学
卒
業
程
度
に
よ
り
次
の
と
お
り
行
う
。

�
第
１
次
試
験
教
養
試
験
、
論
文
試
験

�
第
２
次
試
験
人
物
試
験

５
試
験
の
日
時
、
試
験
会
場
及
び
合
格
発
表

試
験

日
時

試
験
会
場

合
格
発
表

第
１
次

試
験

９
月
２８
日
（
日
）

埼
玉
県
立
浦
和
西
高

等
学
校

（
さ
い
た
ま
市
）

埼
玉
県
立
大
宮
高
等

学
校
（
さ
い
た
ま
市
）

１０
月
１６
日
（
木
）
午
前
１０
時
か
ら
７
日

間
、
県
庁
本
庁
舎
南
玄
関
の
掲
示
板
及

び
浦
和
合
同
庁
舎
に
掲
示
す
る
ほ
か
、

合
格
者
に
は
文
書
で
通
知
す
る
。

第
２
次

試
験

１１
月
１
日
（
土
）、
２
日
（
日
）
の
い
ず

れ
か
一
日
に
、
さ
い
た
ま
市
内
で
行
う
。

詳
し
く
は
、
第
１
次
試
験
合
格
者
に
文
書

で
通
知
す
る
。

１１
月
２８
日
（
金
）
に
第
１
次
試
験
合
格

発
表
と
同
様
の
方
法
で
掲
示
す
る
ほ

か
、
合
格
者
に
は
文
書
で
通
知
す
る
。

注
合
格
発
表
は
、
発
表
日
の
午
前
１０
時
か
ら
７
日
間
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
も

行
う
。

６
試
験
の
対
象
と
な
る
職
の
概
要
及
び
給
与

�
職
の
概
要

埼
玉
県
の
各
機
関
に
勤
務
し
、
一
般
行
政
事
務
に
従
事
す
る
。

�
給
与

ア
初
任
給
は
、
採
用
さ
れ
る
者
の
民
間
企
業
等
で
の
職
務
経
験
内
容
等
に
応
じ
て
、
在
職

す
る
職
員
の
給
与
と
同
等
の
額
の
範
囲
内
で
決
定
さ
れ
る
。

（
例
）
年
齢
２９
歳
で
、
民
間
企
業
等
の
職
務
経
験
が
７
年
で
あ
る
場
合

２４９
，５０７
円
（
地
域
手
当
を
含
む
。）

イ
上
記
の
ほ
か
、
支
給
要
件
に
該
当
す
る
者
に
は
、
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、

期
末
・
勤
勉
手
当
等
が
支
給
さ
れ
る
。

ウ
採
用
時
ま
で
に
給
与
改
定
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
よ
る
。

７
採
用
候
補
者
名
簿
へ
の
登
載

合
格
者
は
、
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
る
が
、
任
命
権
者
が
行
う
身
体
検
査
の
結
果
、

心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
遂
行
に
支
障
が
あ
り
、
又
は
こ
れ
に
堪
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
た
場
合
は
、
採
用
候
補
者
名
簿
か
ら
削
除
さ
れ
る
。

８
採
用
の
方
法

名
簿
登
載
者
は
、
任
命
権
者
か
ら
の
請
求
に
応
じ
て
成
績
順
に
提
示
さ
れ
、
欠
員
の
状
況
等

－２１－
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誤 

正 
に
応
じ
て
採
用
さ
れ
る
。
採
用
の
時
期
は
、
原
則
と
し
て
平
成
２１
年
４
月
１
日
以
降
で
あ
る
。

９
受
験
手
続

�
受
験
申
込
用
紙
の
入
手
方
法

受
験
案
内
及
び
申
込
書
は
、
埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
局
任
用
審
査
課
等
に
お
い
て
、
平

成
２０
年
７
月
７
日
（
月
）
か
ら
配
布
す
る
。

�
申
込
方
法

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
下
記
に
よ
り
埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
局
任
用
審
査

課
採
用
試
験
担
当
に
提
出
す
る
こ
と
。

な
お
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
簡
易
書
留
又
は
配
達
記
録
に
す
る
こ
と
。

記
受
付
期
間

郵
送
受
付

８
月
１８
日
（
月
）
か
ら
８
月
２９
日
（
金
）
ま
で
（
期
間
内
消
印
有
効
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
受
付

８
月
１８
日
（
月
）
９
時
３０
分
か
ら
８
月
２５
日
（
月
）
１７
時
ま
で

持
参
受
付

８
月
２７
日
（
水
）
か
ら
８
月
２９
日
（
金
）
ま
で
の
８
時
３０
分
～
１７
時
１５
分

１０
そ
の
他

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
、
埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
局
任
用
審
査
課
採
用
試

験
担
当
（
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
北
浦
和
５
丁
目
６
番
５
号
電
話
０４８

―８２２
―８１８１

）
に
行
う
こ

と
。

埼
玉
県
規
則
第
五
十
号
（
平
成
二
十
年
三
月

二
十
八
日
号
外
第
十
四
号
）
中
訂
正

ペ
ー
ジ

段

行

誤

二

下

十

主
席
指
導
主
事

正副
園
長
、
主
席
指
導
主

事

発 行 日

毎

週

火
曜
日
・
金
曜
日

購読料金

一
年
四
万
三
千
四
百
円

（
郵
便
料
金
を
含
む
。）

発 行 者

埼

玉

県

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

〇
四
八
―
八
二
四
―
二
一
一
一（
代
表
） 埼

玉
県
報
ホ

�ム
ペ

�ジ
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/A
01

/B
A
00/kenpouhom

e/fr_top.htm

印 刷 所

関

東

図

書

株

式

会

社

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
三
―
一
―
一
〇

〇
四
八
―
八
六
二
―
二
九
〇
一（
代
表
）

再生紙を使用しています。 －２２－
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